
『2023 年版 史上最強の宅建士問題集』お詫びと訂正 

 

本書に記載されている内容に、誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、

下記の通り訂正させていただきます。 

 

●P90 問題③ 問題文 2行目 

誤）宅建士をして記名押印させる必要はない。 

正）宅建士をして記名させる必要はない。 

 

●P283 問題④ 解説 1行目 

誤）ただし、の損害賠償権には～ 

正）ただし、担保責任の損害賠償請求権には～ 

 

●P465 「ポイント」 2行目 

誤）受贈者が贈与年の 1月 1日時点で満 20歳以上の直系卑属（子、孫等）。 

正）受贈者が贈与年の 1月 1日時点で満 18歳以上の直系卑属（子、孫等）。 

 


